
平成２４年 １月２６日 

   関係者各位 

青森県立中央病院長 

条件付き一般競争入札実施公告 

 

下記の工事については、条件付き一般競争入札（混合型（ＪＶ））により契約を締結しま

すので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条

の６第１項の規定により公告します。 

記 

１ 競争入札に付する事項 

(１) 工事番号   病債第２３０５号 

(２) 工 事 名   青森県立中央病院空調配管等改修工事（第一工区） 

(３) 工事場所   青森市東造道二丁目地内 

(４) 工  種   管工事 

(５) 工  期   平成２６年 ３月３０日 

(６) 工事概要   空調機器更新工事一式、冷水配管更新工事一式、温水配管更新工事

一式、冷却水配管更新工事一式、ドレン配管更新工事一式、環水配

管更新工事一式、オープン冷水配管更新工事一式、スプリンクラー

消火設備更新工事一式、蒸気配管改修工事一式、中央監視制御設備

工事一式、撤去工事一式、電気設備改修工事一式、建築改修工事一

式 

(７) 予定価格   ３７６，８４５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

次の各号に該当することについて、あらかじめ、３に定めるところにより審査を受けた

者であること。 

(１) 共同施工方式の特定共同企業体（甲型共同企業体）であること。 

(２) 各構成員が、政令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

(３) 各構成員が、青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号。以下「財務規

則」という。）第１２８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 

(４) 各構成員が、青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（平成

２年３月青森県規則第１８号。以下「参加資格規則」という。）第５条第１項の規定

により一般競争入札に参加する資格があると認定された者であること。 

(５) 各構成員が、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の

確認を受けている者を除く。）でないこと。 

(６) 構成員の代表者が県内に支店又は営業所を有していること。 

(７) その他の構成員が東青、中南、西北、上北地域県民局管内に本店を有していること。 



(８) 各構成員が、参加資格規則第６条第１項の規定により、管工事でＡ級に決定されて

いること。 

(９) 管工事の建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定によ

る経営事項審査の直近年度の総合評定値が、代表者にあっては管工事１，１００点以

上、その他の構成員にあっては管工事８００点以上であること。 

(10) 過去１０年間に代表者が次に掲げる同種の建設工事の施工実績（下請負人としての

ものを除く。）を有する者であること。ただし、共同企業体の構成員としての施工実

績は、出資比率２０パーセント以上の場合に限る。 

ア 工事種目 : 管  工  事 

イ 建物用途 : 病    院 

ウ 契約金額 : １８千万円以上 

(11) 各構成員が、労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）及び社会保険

（健康保険及び厚生年金保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納

がないこと。 

(12) 各構成員が、青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

(13) 各構成員が、建設業法第２６条に規定する専任の主任技術者又は監理技術者を設置

することができること。ただし、主任技術者にあっては、１級相当の国家資格を有す

る者に限る。 

(14) 構成員が当該入札に係る他の共同企業体の構成員を兼ねていないこと。 

(15) 各構成員の出資比率が、２５％以上であること。 

(16) 代表者の建設工事の施工能力が構成員の中で最も大きいと認められること。 

(17) 代表者の出資比率が構成員の出資比率の中で最大であること。 

(18) 構成員の数が３（うち東青、中南、西北、上北地域県民局管内に本店を有する者２）

であること。 

(19) 各構成員が、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の

時までの間に、知事の指名停止の措置を受けていないこと。 

(20) 各構成員が、参加資格規則第５条第１項の規定により一般競争入札に参加する資格

があると認定された日から開札の時までの間に、青森県建設業者等指名停止要領（昭

和６０年６月１日付け青監第３２３号）別表第９号から第１５号までに掲げる措置要

件に該当する事実（既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。）がないこと。 

(21) 各構成員が、警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設

業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続し

ていないこと。 

 

３ 資格の審査 

入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」という。）は、あらかじめ、２に

定める資格を有することについて、次に従い、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書

（以下「申請書」という。）により、審査を受けなければならない。 

(１) 提出期限 平成２４年 ２月 ７日（火） １６時４５分まで（持参に限る。） 

(２) 提出部数 １部 

(３) 提出場所 青森県立中央病院 運営部 管理課 

         住 所 青森県青森市東造道２－１－１ 

         ＴＥＬ ０１７－７２６－８３２４ 



(４) そ の 他 

ア 申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 

イ 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。 

ウ ２に定める資格を認められなかった共同企業体の代表者は、イの通知を受けた日

の翌日から３日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）以内に、書面をも

って、その理由の説明を求めることができる。 

エ 提出した申請書の差替えは、原則として認めない。 

 

４ 入札説明書の交付及び設計図書の縦覧 

(１) 設計図書の縦覧 

ア 期  間 平成２４年 １月２７日（金）  から 

平成２４年 ２月１７日（金）  まで 

（日曜日、土曜日及び休日を除く。） 

イ 場  所 青森県立中央病院 運営部 管理課 

          住 所 青森県青森市東造道２－１－１ 

          ＴＥＬ ０１７－７２６－８３２４ 

ウ 貸 与 等  入札参加希望者は、設計図書等（ＣＤ－Ｒ等）の貸与を受けること

ができる。 

(２) その他 

入札説明書及び設計図書に対して質問がある場合は、平成２４年 ２月 ８日（水）

１２時００分までに、書面により、青森県立中央病院 運営部 管理課に提出すること。 

 

５ 現場説明 なし 

 

６ 入札及び開札の日時及び場所 

(１) 日  時 平成２４年 ２月２０日（月） １３時３０分 

(２) 場  所 青森県立中央病院 ３階 大会議室 

         住 所 青森県青森市東造道２－１－１ 

         ＴＥＬ ０１７－７２６－８３２４ 

 

７ 入札執行回数 

原則として１回を限度とする。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(１) 入札保証金（別紙「入札保証金の取扱について」を参照のこと） 

  ア 見積もった契約希望金額の１００分の５以上の金額を納付するものとする。ただ

し、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 

  （ア） 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結

したとき。 



  （イ） 入札参加者が契約保証金の納付に代えて提供する財務規則第１５９条第２項

第２号に規定する保証の予約をしたとき。 

  （ウ） 入札保証金に代え、次に掲げる有価証券等を提供したとき。 

   （ⅰ） 国債又は地方債 

   （ⅱ） 政府の保証のある債券 

   （ⅲ） 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 

   （ⅳ） 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連

合会の発行する債券 

   （ⅴ） 銀行又は知事が確実と認めた金融機関の保証 

イ アの（ア）の入札保証保険契約及びアの（ウ）の（ⅴ）の保証は、保険金額又は

保証金額が見積もった契約希望金額の１００分の５以上であるものとし、アの（イ）

の保証の予約は、当該保証の予約に係る契約希望金額が見積もった契約希望金額以

上であるか、又は保証金額が見積もった契約希望金額の１０分の１以上であるもの

としなければならない。 

(２) 契約保証金 

ア 契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、次のいずれか

に該当するときは、その納付を免除する。 

(ア) 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

(イ) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(ウ) 契約保証金に代え、次に掲げる有価証券等を提供したとき。 

(ⅰ) 国債又は地方債 

(ⅱ) 政府の保証のある債券 

(ⅲ) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 

(ⅳ) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連

合会の発行する債券 

(ⅴ) 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証 

イ アにかかわらず、青森県低入札価格調査制度運用マニュアル（平成１３年１０月

１日付け青監第８８８号）による調査を受けた者との契約については、契約金額の

１０分の３以上の契約保証金を納付させるものとする。ただし、契約金額の１０分

の３以上に相当する額について、アの(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するとき

は、その納付を免除する。 

 

９ 契約の締結 

(１) 落札決定の日から７日以内に契約を締結する。 

(２) 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当

該落札者が２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、知事の指名停止の措

置を受けている場合又は指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件

に該当する事実があった場合には、当該請負契約を締結しない。 

 



10 落札者の決定の方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者に決定する。た

だし、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又は

当該者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価

格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。 

 

11 入札条件 

(１) 財務規則に定める入札者心得書を遵守すること。 

(２) 入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書（設計図書（建築・営

繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書）に規定する

工事内容の数量及び金額を示したものをいう。）を提出すること。 

 

12 入札書記載金額等 

(１) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

(２) 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 

備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の１００分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）である。 

 

13 その他 

(１) 入札の無効 

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載を

した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(２) 配置予定監理技術者等の確認 

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターが提供する工事実績情報システ

ム（ＣＯＲＩＮＳ）等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事

実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 

 

(３) 低入札価格調査制度対象工事 

平成２２年４月１日から下記のとおり取り扱うこととしたので、その趣旨を十分理解

した上、入札すること。 

１ 建設工事に係る入札における低入札価格調査基準を引き上げ 

２ 低入札価格調査制度における数値的判断基準を引き上げ 

３ 調査基準価格未満工事施工中の者の新たな調査基準価格未満の入札を制限 

【参考】青森建設業ポータルサイト http://pub.aomori.lg.jp/kouji/ 



(４) 請負代金額が１，０００万円以上で、かつ工期が１５０日を超える工事については、

受注者は契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締

結後の変更は認めない。 

 

14 担当課（公所）及び所在地 

(１) 名 称 青森県立中央病院 運営部 管理課 

(２) 場 所 青森県青森市東造道二丁目１番１号 

（電話 ０１７－７２６－８３２４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

入札保証金の取扱について 

 

１ 入札保証金の取扱いは、青森県建設工事入札保証金収納事務取扱要領（平成２１年３月

１２日付け青監第１０８１号。以下「要領」という。）による  

※ 青森県建設業ポータルサイト → 入札制度 

http://pub.pref.aomori.jp/kouji/ 

 

２ 入札保証金の納付又は要領第５条第２項に規定する担保の提供の期限 

  平成２４年２月２０日（月）１３時３０分まで 

 

３ 入札保証金の納付又は要領第５条第２項に規定する担保の提供方法 

  持参によること。 

 

４ 要領第５条第１項に規定する入札保障保険契約に係る保険証券又は同項第２号に規定す

る保証の予約に係る証書（以下「保険証券等」という。）の提出期限 

  平成２４年２月２０日（月）１３時３０分まで 

 

５ 保険証券等の提出方法 

  持参の方法により、入札保証金免除申請書と併せて提出すること。 

 

６ 入札保証金の納付又は担保の提供若しくは保険証券等の提出場所 

 （１）名所 青森県立中央病院 運営部 管理課 

 （２）場所 青森県青森市東造道２丁目－１－１ 青森県立中央病院 ３階 

 

７ 入札保障保険契約を締結する場合の保険期間は、書類の提出日から平成２４年 ３月７

日を含む期間としてください。 

また、要領第５条第２項第４号に規定する銀行又は知事が確実と認めた金融機関の保証

を受ける場合の保証期間も同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


